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市 有 地 公 売 募 集 要 項 

 

下記市有地を先着順により次のとおり公売します。 

１ 公売対象物件 

物件番号 所在地 地目 地積（公簿） 地積（実測） 

５－１ 鴻巣市人形 4丁目 2603番 2 宅地 ２１９．７２㎡ ２１９．２７㎡ 

２ 留意事項 

（１）物件は、地下埋設物、存置物を現状有姿【あるがままのかたち】で引渡しとなり

ますので、現地及び周辺環境の状況は申込者自身で確認してください。（図面が現状

と相違している場合及び地下埋設物、その他存置物があった場合でも、現状を優先

します。）地下埋設物、その他存置物等の除去や地盤改良等が必要であるときは、す

べて売却決定者において行っていただきます。 

（２）売買物件を利用するに当たっては、公序良俗に反することのないようにしてくだ

さい。また、建築確認や開発許可においては、建築基準法及び都市計画法並びに県、

市町村の条例等により、指導が行われる場合がありますので、事前に関係機関に確

認してください。 

（３）土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との調整については、すべて売却

決定者において行っていただきます。 

（４）越境物があった場合、隣接土地所有者との協議については、すべて売却決定者に

おいて行っていただきます。 

（５）売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、市の責めに帰す

ることのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害が生じたときは、そ

の損害は売却決定者の負担とします。 

 

３ 購入に必要な条件 

個人、法人を問わないものとします。 
ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当しない者とします。（これを代理人、支配

人その他の使用人として使用する者についても同様とします）。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３及び地方自治法施行令第

１６７条４の規定に該当する者 

（２）成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者及び破産者で復権を得ていない者 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続きの申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者。 
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（４）税の滞納がある者（国税、市民税、固定資産税等）。 

（５）鴻巣市暴力団排除条例（平成２４年条例第２９号）第２条第１号及び第２号の規

定に該当する者 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員並びにこれら

と密接な関係を有する者 

 

４ 土地購入申し込み 

  申込方法等は次のとおりです。 

（１）申込受付 

平日８時３０分から１７時１５分まで 

（※土・日曜日、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除きます。） 

（２）申込時の必要書類 

  ① 個人の場合 

   ア 市有財産購入申込書兼誓約書 

イ 住民票（世帯全員の記載のあるもの）の写し 

   ウ 印鑑登録証明書 

 エ 納税に関する証明書 各１通 

  ※鴻巣市内に住所を有する場合 

・納税証明書その３の２ 

・市税納税証明書 

    ※鴻巣市外に住所を有する場合 

     ・納税証明書その３の２ 

② 法人の場合 

 ア 市有財産購入申込書兼誓約書 

イ 法人登記事項証明書１通 

 ウ 印鑑証明書１通 

エ  納税に関する証明書 各１通 

 ※鴻巣市内に本店を有する場合 

  ・納税証明書その３の３ 

  ・市税納税証明書 

 ※鴻巣市外に本店を有する場合 

  ・納税証明書その３の３ 

  （注）１ 共有者名義で申込みをされる場合は、共有者全員の添付資料が必要とな

ります。 

     ２ 提出された書類は、返還いたしませんので予めご了承下さい。 

（３）受付場所 
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   〒３６５－８６０１ 鴻巣市中央１番１号 新館２階１６番窓口 

   鴻巣市 財務部 資産管理課 

   電話及び郵送による受付は行いません。直接来庁してお申し込み下さい。 

 

５ 売却決定者の選定について 

  市は、土地購入申し込み時に提出された書類により、申込者が購入条件を満たす資 

格を有するかを審査の上、売却決定者として決定します。 

 

６ 契約の締結及び売買代金の支払い方法 

（１）売却決定者が決定したときは、その旨を売却決定者に文書をもって通知します。 

（２）市が発行する納入通知書兼領収書により、売却決定の通知を受けた日から７日

以内に、契約保証金として契約金額の１００分の１０（１円未満の端数切り上

げ）に相当する金額を納付してください。ただし、鴻巣市契約規則第１７条５

号の規定により、契約締結日までに売買代金を一括納付する場合は、契約保証

金を免除します。 

（３）入金の確認をもって、契約を締結します。 

（４）売却決定者が、売却決定の通知を受けた日から７日以内に契約を締結しない場 

合には、売却決定者としての資格が失われます。 

 （５）契約者は、売買代金から契約保証金を控除した額（残代金）を市が発行する納 

入通知書兼領収書により、契約の締結の日から３０日以内に市の指定金融機関 

に納付してください。なお、期限までに売買代金の納付が行われなかった場合は、 

契約保証金は市に帰属することになります。 

 

７ 特約事項 

売買契約に当たっては、原則として次の特約事項を付します。なお、契約内容は、市

有財産売買契約書（案）を参照してください。 

（１）特約事項 

① 物件は、地下埋設物、存置物を現況有姿で引渡すこととする。地下埋設物、そ

の他残置物の除去や地盤改良が必要であるときはすべて売却決定者の負担とする。 

② 物件は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第９条に規定される第１種

住居地域のため、申込前に関係機関に確認し、関係法令等を遵守すること。 

③ 売却決定者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及び

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に該当する団体の構成員がその活動のために利用する公序良俗に反する用に
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供してはならない。 

④ 売却決定者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に

規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業の事

務所の用に供してはならない。 

⑤ 敷地内のごみ集積所については、鴻巣市環境課と協議を行い、落札者の負担に

おいて、市が指定する位置に、鴻巣市開発事業指導要項第３章２（３）に準拠し、

分筆を行い、契約から１年以内に市に寄附採納すること。指定の位置及び規模に

ついては、「物件資料【ごみ集積所指定位置】」に示すとおりとする。また、寄附

採納までの間ごみ集積所の維持について配慮すること。 

⑥ 売却決定者は、土地利用にあたり関係法令を遵守してください。 

（２）売却決定者が（１）の特約事項に違反した場合、鴻巣市に対して売買代金の１０

０分の３０に相当する金額を違約金として支払うこと。 

 

８ 所有権の移転等 

（１）売買代金の納付が完了したときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡

したものとします。 

（２）所有権移転登記は、物件の引き渡し後、市が行います。 

（３）売買契約書（市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要

な登録免許税等、契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用は
．．．．．．．．．

、売却決定
．．．．

者の負
．．．

担
．
となります。 

 

９ 契約が解除された場合 

（１）市は購入者が支払った売買代金を返還し、購入決定者は土地を市に返還するこ

ととします。当該返還金には利息を付しません。  

また、購入者が負担した契約の費用、売買物件に支出した必要費、有益費その他

一切の費用は償還しません。 

（２）購入決定者は、市が購入決定者にこの土地を引き渡した日からこの土地の返還

を受けた日までの土地賃借料相当額を市の定める方法により市に支払うものとし

ます。 

（３）前項の土地賃借料相当額の年額は、鴻巣市行政財産の使用料に関する条例（平

成８年３月２９日条例第６号）に定めるところにより算定した、土地の引渡しか

ら契約の解除をする間の各年の額とし、１年未満の土地賃借料相当額は、当該年

額を日割り計算により算出した額とします。 
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10 問い合わせ先 

〒３６５－８６０１ 鴻巣市中央１番１号 
鴻巣市役所 財務部 資産管理課 
鴻巣市役所新館２階１６番窓口 
ＴＥＬ ０４８－５４１－１３２１ 内線２２８２ 
ＦＡＸ ０４８－５４２－９８１８ 

 


